
3 市報 いしのまき　令和３年（2021年）５月号

　
市
・
県
民
税
特
別
徴
収
税
額

決
定
通
知
書
を
事
業
所（
給
与

支
払
者
）へ
５
月
17
日（
月
）に
発

送
す
る
予
定
で
す
。

問　
市
民
税
課（
内
線
３
０
９
４
）

　
４
月
１
日
時
点
で
軽
自
動
車

を
所
有
す
る
方
へ
納
税
通
知
書

を
５
月
１
日（
土
）に
発
送
す
る

予
定
で
す
。納
期
限
は
５
月
３１
日

（
月
）で
す
。５
月
２０
日（
木
）ま

で
に
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

身
体
障
害
者
の
方
は
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）が
減
免
に
な
り
ま
す

　

身
体
あ
る
い
は
精
神
に
障
害

が
あ
る
方
の
使
用
す
る
軽
自
動

車
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、申
請
に
よ
り
軽
自
動

車
税（
種
別
割
）の
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　
個
人
番

号
カ
ー
ド（
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
）、車
検
証
、運
転
者
の
免
許

証
、身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

申
請
期
間　
５
月
６
日（
木
）～

３１
日（
月
）

問　
市
民
税
課（
内
線
３
１
０
１
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
は
、所
得
金
額
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、申
告
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　

世
帯
主
と
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
員
の
合
算
所
得
が
基

準
を
下
回
る
場
合
、保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、次
の
よ
う
な
方
で
住
民
税

申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
必
ず

　
国
保
加
入
者
が
会
社
の
社
会

保
険
な
ど
、国
保
以
外
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要
で

す
。喪
失
手
続
き
を
し
な
い
と

国
保
は
加
入
し
た
ま
ま
と
な
り
、

保
険
税
も
課
税
さ
れ
た
ま
ま
と

な
り
ま
す
。

喪
失
手
続
き
に
必
要
な
も
の

社
会
保
険
証（
全
員
分
）の
写

し
、国
民
健
康
保
険
証（
あ
る

場
合
の
み
）、身
分
証
明（
免

許
証
な
ど
）、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド

※
郵
送
で
も
可
能
で
す
。詳
し
く

は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課（
内
線
２
３
４
７
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所

　

住
民
登
録
は
、国
民
健
康
保

険・国
民
年
金・選
挙
人
名
簿
への

登
録・小
中
学
校
への
転
入
学・予

防
接
種
の
通
知
な
ど
、各
種
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
と
な
る
重
要
な

も
の
で
あ
り
、住
民
基
本
台
帳
法

で
届
け
出
を
正
確
に
行
う
よ
う

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
転
入
・
転
居
・
世
帯
変
更
は
そ

の
事
由
が
あ
っ
た
日
か
ら
１４
日

以
内
に
、ま
た
転
出
は
あ
ら
か
じ

め
届
け
出
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。長
く
手
続
き
を
怠
っ
た
場

合
は
、最
大
５
万
円
の
過
料
を

科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

月
～
金
曜
日
に
手
続
き
で
き
な

い
場
合
は
、委
任
状
を
準
備
の

上
、代
理
人
に
頼
む
か
、毎
月
第

１・３
日
曜
日
午
前
９
時
か
ら
午

後
１
時
の
休
日
窓
口
開
庁
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
の
際
は
、本
人
確
認

書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）・
転

�

お
知
ら
せ

市
・
県
民
税
特
別
徴
収
の
税
額

決
定
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん

簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

国
民
健
康
保
険
の
喪
失
届

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

住
民
登
録
の
届
け
出
は

お
済
み
で
す
か
？

今月の
お知
� らせ

　復旧・復興の進捗や新たな行政課題に対応するため、４月１日付けで組織の見直
しを行いました。
【再編（統合）等する部署】

【廃止される部署】

問　行政経営課（内線５２１２）

市の組織機構を改編しました

室　名
石巻駅周辺整備プロジェクト推進室（建設部）

複合文化施設開設準備室（教育委員会）

部　名 旧課（室）名
復興政策部 ＩＣＴ総合推進室

総務部

情報システム課

危機対策課

防災推進課

復興事業部

基盤整備課

市街地整備課

集団移転推進課

半島復興事業部
半島拠点整備推進課

漁業集落整備課

各総合支所
市民生活課

保健福祉課

産業部 農業復興推進室

病院局 経営企画室

部　名 新課（室）名

復興政策部 ＩＣＴ総合推進課

総務部 危機対策課

復興事業部

基盤整備課

宅地管理課

半島整備推進課

各総合支所 市民福祉課

産業部 農業基盤整備室

病院局石巻市立病院事務部 病院経営課

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、行
事
な

ど
が
中
止
や
延
期
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　障害のある方が自立した日常生活および社会生活が営むことができるよう、社
会参加活動や地域における自発的な活動を支援する団体などに補助金を交付し
ています。

1　この補助金交付事業は、障害者総合支援法により定められた地域生活支援事
業として実施するものです。

　　※障害者施設などを運営する法人が施設内で実施する行事などは、対象外です。
２　申請期限は、５月末です。詳しくは問い合わせください。

問申 　障害福祉課（内線2483）

令和３年度障害者社会参加促進事業・
自発的活動支援事業の補助金申請

補助対象要件
補助上限額

事業内容 参加人数 対象団体
社
会
参
加
促
進
事
業

◦障害者等スポーツ大会
◦障害者等レクリエーション
　大会　など

１５人以上
（障害者などの
人数）

◦市内の障害者などの団体
◦市内に活動拠点がある

障害者などの支援団体

参加人数により
50,000円
～100,000円

自
発
的
活
動
支
援
事
業

◦地域での障害者などの災
害対策活動や見守り活動

◦ボランティア養成などの
活動

６人以上
（支 援 者、ボ ラ
ンティアなど）

対象事業を実施する市内
の団体またはグループ

（福祉サービスを提供する
法人を除く）

30,000円◦障害者やその家族の情報
交換ができる交流活動

◦権利や自立のために社会
に働きかける活動

◦障害者などや地域住民が
自発的に行う活動

６人以上
（３人以上の障害
者と支援者、ボラ
ンティアなど）

入
の
場
合
は
前
住
所
の
転
出
証

明
書
が
必
要
で
す
。

問　
市
民
課（
内
線
２
３
１
９
）

　

納
税
通
知
書
を
５
月
１
日

（
土
）に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

記
載
内
容
は
令
和
３
年
１
月
１

日
現
在
の
資
産
状
況
で
す
。

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、毎
時
０
・
23
㍃

シーベルト
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。市
内

に
お
い
て
放
射
線
量
の
測
定
を

行
っ
た
結
果
、測
定
地
点
の
全
て

で
、健
康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う

な
数
値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線

簡
易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
って
い
ま
す
。

問　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

空
間
放
射
線
量

３
月
の
測
定
結
果

空間放射線量の測定結果	（単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時)
測定箇所 測定結果 測定機関

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校（敷地） 0.06～0.10 3/3～3/23

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園（敷地） 0.04～0.09 3/1～3/25

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.05～0.09 3/4～3/25

牡鹿地区集落 0.06～0.12 3/10～3/23

簡
易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

・
令
和
２
年
中
に
収
入
の
な

か
っ
た
方（
令
和
２
年
中
の
収

入
が
雇
用
保
険
な
ど
の
非
課

税
所
得
の
み
の
方
も
含
む
）

・
令
和
２
年
中
に
障
害
・
遺

族
年
金
を
受
給
し
て
い
た
方

（
国
民
年
金
な
ど
の
受
給
者

は
、申
告
不
要
）

・
令
和
２
年
中
に
扶
養
、仕
送

り
、退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活

し
て
い
た
方
な
ど

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
で
、１

人
で
も
未
申
告
の
方
が
い
る

と
、保
険
税
の
軽
減
や
高
額

療
養
費
の
負
担
限
度
額
の
判

定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
申

　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
減
免

　
東
日
本
大
震
災
よ
り
被
害
を

受
け
た
区
域
の
う
ち
、要
件
に
該

当
す
る
区
域
に
適
用
し
て
い
る

固
定
資
産
税
な
ど
の
減
免
に
つ

い
て
は
、引
き
続
き
被
災
者
の
負

担
軽
減
を
図
る
た
め
減
免
を
行

い
ま
す
。

被
災
代
替
資
産
の
特
例

　
東
日
本
大
震
災
な
ど
で
被
災

し
た
資
産
に
代
わ
る
資
産
を
取

得
し
た
場
合
、代
替
特
例
が
あ

り
、適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
申

告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
申

　
資
産
税
課

　
土
地
に
つ
い
て（
内
線
３
１
２
４
）

　
家
屋
に
つ
い
て（
内
線
３
１
１
７
）

　

償
却
資
産
に
つ
い
て

　
（
内
線
３
１
１
８
）

　
5
月
11
日（
火
）午
後
3
時
ご
ろ

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

優
秀
賞

高めよう「もしも」のときの判断力
大事な命を守るために

 蛇田中学校1年 佐
さ と う
藤ゆらり

問　学校安全推進課（内線5082）　令和2年度石巻市学校防災推進会議

防災「合言葉」受賞作品

　
２
月
１３
日
発
生
の
福
島
県
沖

地
震
お
よ
び
３
月
２０
日
発
生
の

宮
城
県
沖
地
震
に
よ
り
被
害
を

受
け
た
方
の
り
災（
被
災
）証
明

書
は
、５
月
１８
日（
火
）で
受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。り
災（
被

災
）証
明
書
が
必
要
な
方
は
早

め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

問
申

　
資
産
税
課

　
（
内
線
３
１
１
２
）

り
災（
被
災
）証
明
書

受
け
付
け
終
了
の
お
知
ら
せ
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　東北の被災地４県を踏破するイベントです。石巻市を通過する今回は、ウオーキ
ングとスポーツレクリエーションを楽しみながら、地域の交流と健康づくりを応援
します。元ラグビー日本代表の真壁伸弥さん、元楽天ゴールデンイーグルスの草
野大輔さん、お笑い芸人のレギュラー（松本康太さんと西川晃啓さん）のお二人と
一緒に、総合体育館周辺5kmのコースをウオーキングしながら、クイズやゲームに
チャレンジしましょう！
とき　５月１５日（土）午前９時～午後３時
ところ　総合体育館周辺
定員　300人
申込方法　申し込みフォームまたは窓口で申し込みください。
申込期限　５月１２日（水）

問申 　体育振興課（内線２５８５）
申　総合運動公園、総合体育館

東日本大震災10年�東北復興支援事業の募集のお知らせ

　

今
年
４
月
か
ら
、主
に
新
増

築
家
屋
の
評
価
お
よ
び
滅
失

家
屋
の
調
査
や
既
存
家
屋
の

所
有
権
移
転
事
務
な
ど
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

丸
亀
市
役
所
に
入
庁
し
て

以
来
、４
年
間
、家
屋
評
価
と

償
却
資
産
事
務
を
担
当
し
て
い

ま
し
た
。東
北
を
訪
れ
た
こ
と

が
な
く
、興
味
を
持
って
い
た
と

こ
ろ
、「
震
災
か
ら
10
年
が
経
っ

て
新
築
が
増
大
し
、課
税
業
務

が
増
え
て
い
る
」と
の
お
話
を

い
た
だ
き
、自
分
の
知
識
が
少

し
で
も
生
か
せ
れ
ば
と
思
い
、

派
遣
を
希
望
し
ま
し
た
。

　

業
務
は
こ
れ
ま
で
と
基
本

的
に
同
じ
で
す
が
、香
川
県
は

地
震
が
少
な
く
、家
屋
の
被
害

認
定
調
査
経
験
が
ほ
ぼ
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、石
巻
市
で
勉
強

さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、１

日
で
も
早
く
貢
献
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
で
す
。こ
れ
か

ら
市
民
の
方
と
接
す
る
機
会

が
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
際
は
気
持
ち
に
寄
り
添
っ

た
対
応
を
心
掛
け
た
い
で
す
。

　

四
国
以
外
に
暮
ら
す
の
は

初
め
て
で
す
。こ
ち
ら
に
来
て

日
和
山
の
桜
を
見
ま
し
た
し
、

新
鮮
な
海
産
物
も
味
わ
い
ま

し
た
。街
の
魅
力
を
全
国
に

発
信
し
て
活
気
の
あ
る
街
に

な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。地
元
と

比
べ
て
風
が
強
く
寒
い
た
め
、

今
か
ら
冬
が
心
配
で
す
が
、前

任
者
か
ら
聞
い
て
い
た
通
り
、

温
か
い
人
が
多
く
安
心
し
て

い
ま
す
。

資産税課

栗
く り た

田	万
ま り え

里恵さん
香川県丸亀市から派遣

全国からの

応 縁
職 員

　復興特区による税制特例制度が令和５年度末まで延長となりました。復興特区
による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。対象となる法人・個人事業
者の方は、法人税や所得税、地方税減免などの特例を受けることができます。
※特例を受けるためには、市または県からの指定を令和６年３月３１日までに受ける

必要があります。その後、各事業年度終了後に事業実施状況の認定が必要です。

問　商工課（内線3523）

復興特区による税制優遇制度が延長されました

復
興
特
区
の
種
類

特区の名称 対象区域 対象業種

石巻まちなか再生特区
中央、中瀬、立町、千石町、
鋳銭場、穀町、日和が丘一
丁目の一部、住吉町一丁
目の一部

医療業、商業、宿泊業、飲
食業、ICT関連産業、新エ
ネルギー関連産業など

愛ランド特区 田代、渡波、荻浜、雄勝、北
上、牡鹿の各地区の一部

商業、宿泊業、飲食業、新
エネルギー関連産業など

ものづくり特区

用途地域における「工業
専用地域」、「工業地域」、

「準工業地域」のうち既存
居住地域を除く地域など
の一部

自動車や高度電子機械、
食料品等の製造関連産業

IT特区
中央、門脇町、羽黒町、山
下・大街道、湊、中里、開
成、蛇田の各地区の一部

情報サービス関連産業

税
制
特
例
の
内
容

①新規立地法人優遇税制
　新設の法人が指定後5年間法人税の課税を繰り延べ
②新規取得設備の特別償却又は税額控除
　新規取得などをした建物・機械などについて、特別償却または税額控除
③被災雇用者給与の特別控除
　被災雇用者などに対する給与等支給額の10％を、税額の20％を限度に5年間税額控除
④研究開発設備の特別償却と税額控除
　開発・研究を目的とする新規取得資産について、特別償却と併せて税額控除
⑤地方税の特例
　①、②、④の特例を受けた場合、固定資産税などの減免を最大５年間受けられます。
※①～③は、各年度でいずれか一つの選択適用となります。④は併用することができます。

　

地
価
公
示
と
は
一
般
の
土
地

売
買
の
目
安
と
な
る
価
格
を
示

す
も
の
で
、毎
年
１
月
１
日
時
点

と
き　
６
月
11
日（
金
）

　
午
前
10
時
～
午
後
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
3
階 

36
番

窓
口

問　

住
ま
い
の
復
興
給
付
金
事

務
局
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０-

２
５
０-

４
６
０

　
（
通
話
無
料
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
土
日・祝
日
を
除
く
）　

　
市
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
６
４
）

と
き　
５
月
14
日（
金
）

　
午
前
10
時
～
午
後
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
3
階 

36
番

窓
口

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
申

　
住
宅
金
融
支
援
機
構

　
お
客
様
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０-

０
８
６-

３
５
３

　
（
通
話
無
料
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
祝
日
を
除
く
）

問　
市
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
６
４
）

住
ま
い
の
復
興
給
付
金

申
請
相
談
会

災
害
復
興
住
宅
融
資

無
料
相
談
会（
要
予
約
）

農
地
の
無
断
転
用
や
耕
作

放
棄
地
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

地
価
公
示
っ
て
な
に
？

　
市
民
一
人
一
人
が
個
人
と
し

て
尊
重
さ
れ
、生
き
生
き
と
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参

画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、石

巻
市
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

（
第
４
次
）を
策
定
し
ま
し
た
。

基
本
目
標

・
基
本
目
標
１　
政
策
形
成
及

び
方
針
決
定
の
場
へ
の
女
性

の
参
画
の
推
進 

・
基
本
目
標
２　
地
域
・
学
校

に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の

推
進

・
基
本
目
標
３　

働
く
場
に
お

け
る
女
性
の
活
躍
推
進
に
向

け
た
環
境
の
整
備 

・
基
本
目
標
４　
家
庭
生
活
に

お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
実

現
の
促
進

・
基
本
目
標
５　

男
女
間
に
お

け
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

と
被
害
者
支
援
の
推
進

・
基
本
目
標
６　
地
域
の
防
災
に

お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

　

り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上

で
、加
算
支
援
金
の
金
額
を
超

え
て
住
宅
再
建（
建
設
・
購
入
・

補
修
）を
し
た
、ま
た
は
予
定
し

　

東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ

り
供
用
を
休
止
し
て
い
ま
し
た

が
、６
月
か
ら
再
開
し
ま
す
。施

設
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住
所　
流
留
字
中
１-

１

料
金（
１
時
間
あ
た
り
）

　
中
学
生
以
下
：
１
８
０
円

　
高
校
生
：
３
０
０
円

　
一
般・大
学
生
：
６
０
０
円

申
込
方
法　
使
用
料
を
持
参
の

万
石
浦
公
園
供
用
再
開
の

お
知
ら
せ

石
巻
市
男
女
共
同
参
画

基
本
計
画（
第
４
次
）が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

東
日
本
大
震
災
被
災
者
住
宅

再
建
事
業
補
助
金
の
申
請
期

限
が
延
長
に
な
り
ま
し
た

　

農
地
の
無
断
転
用
や
耕
作
を

放
棄
す
る
と
、雑
草
の
繁
茂
や
病

害
虫
を
発
生
さ
せ
、周
辺
農
地

に
多
大
な
迷
惑
を
掛
け
た
り
、ご

み
の
不
法
投
棄
を
誘
発
し
、周

辺
農
地
を
含
め
て
荒
廃
さ
せ
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な

事
態
を
防
ぐ
た
め
、農
地
の
転
用

や
売
買
・
貸
借
に
つ
い
て
相
談
や

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、７
月
か
ら
全
て
の
農
地

を
対
象
に
利
用
状
況
調
査
を
行

い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

計
画
の
期
間　
令
和
３
年
度
～

令
和
７
年
度
ま
で
の
５
年
間

※
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
地
域
協
働
課（
内
線
４
２
３
８
）

上
、窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
申

　
体
育
振
興
課

　
（
内
線
２
５
８
５
）

　

毎
年
５
月
２２
日
は
、飲
酒
運

転
根
絶
の
日
で
す
。毎
月
２２
日

は
、飲
酒
運
転
根
絶
運
動
の
日

で
す
。死
亡
事
故
な
ど
の
重
大

事
故
に
直
結
す
る
飲
酒
運
転
の

危
険
性
、交
通
事
故
の
悲
惨
さ

を
市
民
一
人
一
人
が
理
解
し
、

飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
運
転
を
根
絶
す
る

３
つ
の
約
束

・
運
転
す
る
と
き
は
酒
を
飲
ま

な
い
！

・
酒
を
飲
ん
だ
ら
運
転
し
な
い
！

・
運
転
者
に
は
酒
を
出
さ
な
い
！

問　
危
機
対
策
課

　
（
内
線
４
１
７
３
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ
う

提
出
期
限　
６
月
４
日（
金
）

問　
秘
書
広
報
課（
内
線
４
０
１
４
）

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
６
２-

４
８
２
６

の
標
準
地
の
価
格
が
国
土
交
通

省
か
ら
公
示
さ
れ
ま
す
。

　

地
価
公
示
、地
価
調
査
の
関

係
資
料
は
、道
路
第
１
課
、各
総

合
支
所
、各
支
所
、図
書
館
お
よ

び
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問　
道
路
第
２
課（
内
線
５
６
４
７
）

　
口
座
振
替
は
一
度
手
続
き
を

す
る
と
、自
動
的
に
振
替
日（
各

納
期
限
日
）に
指
定
の
口
座
か
ら

引
き
落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、納
め

忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。口

座
振
替
依
頼
書
は
、納
税
課
、各

総
合
支
所・支
所
の
窓
口
ま
た
は

市
内
取
扱
金
融
機
関
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。対
象
税
目
で
、振

替
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、再
振

替
を
行
い
ま
す
。

対
象
税
目（
再
振
替
）

　

市
県
民
税
、固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）、国

便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

民
健
康
保
険
税
、下
水
道
事

業
受
益
者
負
担
金
・
分
担
金
・

農
業
集
落
排
水
事
業
分
担

金・浄
化
槽
事
業
分
担
金

※
再
振
替
日
ま
で
に
延
滞
金
が

発
生
す
る
場
合
、納
付
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、納
付
窓
口
で

お
支
払
い
く
だ
さ
い（
３０
万
円

を
超
え
る
場
合
、コ
ン
ビ
ニ
で
取

り
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん
）。

※
振
替
日（
各
納
期
限
日
）の
前

日
ま
で
に
預
貯
金
残
高
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問　
納
税
課（
内
線
３
１
３
５
）

て
い
る
世
帯
に
対
す
る
補
助
金

の
申
請
期
限
を
延
長
し
ま
す
。

　

な
お
、申
請
前
に
事
前
相
談

票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
前
相
談
票
提
出
期
限

　
８
月
３１
日（
火
）

補
助
金
申
請
期
限

　
令
和
４
年
２
月
１５
日（
火
）

※
事
前
相
談
票
の
提
出
時
に

は
、再
建
先
・
再
建
方
法
・
施

工
業
者
を
決
定
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

※
期
限
途
中
で
事
前
相
談
票
や

申
請
の
受
け
付
け
を
終
了
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
申

　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
４
７
６
１
）
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市
内
全
て
の
事
業
所
・
企
業

を
対
象
に
６
月
１
日（
火
）を
調

査
期
日
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス
は
我
が
国
の

経
済
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、統
計

法
に
基
づ
く
報
告
義
務
が
あ
る

令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス

活
動
調
査
を
実
施
し
ま
す

　

芸
術
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
で
優

秀
な
成
績
を
収
め
た
方
を
表
彰

す
る
石
巻
市
特
別
表
彰
で
、２

人
の
方
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
者　
※
敬
称
略
、学
年
は

令
和
３
年
３
月
時
点
。

◦
菊き
く
ち地 

恋れ
ん（
石
巻
西
高
校 

１

年
・
石
巻
ジ
ュニ
ア
ジ
ャ
ズ
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
）

　

第
６
回
Ｋ
サ
ク
ソ
フ
ォ
ー
ン
コ

ン
ク
ー
ル 

中
学
生
の
部 

第
１

位
◦
星ほ
し 

伊い
ぶ
き吹（
石
巻
好
文
館
高
校

３
年
）

　
第
２３
回
長
江
杯
国
際
音
楽
コ

ン
ク
ー
ル 

打
楽
器
・
高
校
の

部 
第
１
位

問　
秘
書
広
報
課

　
（
内
線
４
０
１
４
）

令
和
２
年
度
石
巻
市
特
別
表
彰

石巻第二霊園墓所申込受付開始
申請書配布期間　5月6日（木）～14日（金）（受付時間：午前９時～正午、午後１時～４時）
申請書受付期間　５月１７日（月）～２１日（金）（受付時間：午前９時～正午、午後１時～４時）
申請書配布・受付場所　市役所３階環境情報センター（環境課隣）
※環境情報センター以外での申請書の配布・受け付けは行いません。
使用許可予定区画数　一般墓所（４㎡墓所）９０区画、個別集合墓所３０区画
※個別集合墓所とは複数の個人専用納骨室（カロート）を設置した集合墓所

です。墓碑などの制限墓碑などの高さや外柵（囲い）および縁石は制限が
ありますので、使用申込実施要領を確認してください。

申込資格
○一般墓所（４㎡墓所）　次の要件をすべて満たす方
　（1）２月６日以前から市内に住所を有しており、墓所の祭祀（さいし）者
　（2）申請者（家族を含む）が墓所（納骨堂は含まない）を有していないこと。た

だし、網地島および田代島に墓所を有している方は申し込みができます。
　（3）焼骨を有していること（死体（胎）埋火葬許可証または寺院などからの焼骨の

埋・収蔵事実の確認書が必要です）。ただし、東日本大震災で亡くなり、遺体が
発見されずに死亡認定を受けられたご遺族の方は申し込みができます。

○個別集合墓所
　２月６日以前から市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方
　（1）申請者が自己のために使用するとき
　（2）申請者が現に保有している親族等の御遺骨を埋蔵するために使用するとき
抽選日時　一般墓所（４㎡墓所）　５月２９日（土）午前１０時
　　　　　個別集合墓所　５月２９日（土）午後１時３０分
抽選会場　市役所３階環境課前
使用料および管理料
　一般墓所（４㎡墓所）　使用料３６０，０００円、管理料１８，３００円（５年分）
　個別集合墓所　使用料９６，０００円、管理料９１，６６０円（永代で一括）

問申 　環境課（内線３３７７）

　
長
年
に
わ
た
り
、市
政
の
振
興

に
寄
与
し
、市
民
の
模
範
と
認

め
ら
れ
る
善
行
が
あ
っ
た
方
を
、

市
政
功
労
者
と
し
て
表
彰
し
ま

す
。皆
さ
ん
の
周
り
に
い
る
方
を

ぜ
ひ
、推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

　
個
人
、法
人
、団
体
な
ど
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

◦
市
の
行
政
運
営
、発
展
に
つ
い

て
特
別
の
功
労
の
あ
る
方

◦
納
税
思
想
の
普
及
、奨
励
な

ど
に
尽
力
し
た
方

◦
市
民
の
健
康
増
進
、衛
生
思
想

の
普
及
発
達
に
尽
力
し
た
方

◦
清
掃
、公
害
な
ど
生
活
環
境

の
改
善
に
尽
力
し
た
方

◦
産
業
の
振
興
発
展
に
尽
力
し

た
方

◦
統
計
調
査
に
従
事
し
、統
計
思

市
政
功
労
表
彰
候
補
者
の

推
薦
を
お
願
い
し
ま
す

�

子
ど
も
・
教
育

　

来
春
、小
学
校
に
入
学
予
定

の
お
子
さ
ん
で
、障
害
が
あ
る
、

ま
た
は
学
習
や
生
活
に
困
難
が

予
想
さ
れ
る
お
子
さ
ん
の
就
学

に
関
す
る
相
談
を
行
い
ま
す
。

と
き　
４
月
30
日（
金
）～
７
月

　
16
日（
金
）の
毎
週
金
曜
日

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
２
０
１

　
会
議
室
な
ど

対
象　
令
和
４
年
度
小
学
校
入

　
学
予
定
児
童・保
護
者

※
要
電
話
予
約

問
申

　
学
校
教
育
課

　
（
内
線
５
０
２
６
）

　
３
月
・
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
５
月
11
日（
火
）に
振
り

込
み
ま
す
。

問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

対
象
事
業　

移
動
型
プ
レ
ー

パ
ー
ク
を
原
則
年
４
回
以
上
開

催
し
、次
年
度
以
降
も
継
続
予

定
の
事
業

※
プ
レ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
２
名
以
上

配
置
、一
回
の
子
ど
も
の
参
加

５
名
以
上
な
ど
条
件
あ
り
。

対
象
事
業　
市
内
で
子
ど
も
食

堂
を
開
設
、運
営
し
、子
ど
も

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
い
る
低
所
得

の
ひ
と
り
親
世
帯
に
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

就
学
相
談

今
月
は
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
月
で
す

移
動
型
プ
レ
ー
パ
ー
ク
の

運
営
経
費
を
補
助
し
ま
す

子
ど
も
食
堂
の
開
設
・

運
営
経
費
を
補
助
し
ま
す

低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
に

対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

　
仙
台
法
務
局
で
は
、山
下
・
貞

山・石
巻
駅
周
辺
地
区
に
お
い
て
、

地
図
の
作
成
作
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。国
家
基
準
点
に
基
づ
い

た
測
量
に
よ
り
新
た
な
地
図
を

作
成
し
ま
す
の
で
、境
界
に
関
す

る
争
い
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で

き
ま
す
。現
在
、土
地
の
境
界
を

確
認
す
る
た
め
の
立
ち
会
い
作
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
仙
台
法
務
局
復
興
事
業
推

進
室　

　
☎
０
２
２-

２
２
５-
５
６
６
２

　
石
巻
現
地
事
務
所

　
☎
９
３-

１
１
７
８

地
図
作
成
作
業
に
お
け
る

境
界
立
ち
会
い
に
ご
協
力
を

想
の
普
及
発
達
に
尽
力
し
た
方

◦
教
育
の
振
興
に
尽
力
し
た
方

◦
芸
術
文
化
の
興
隆
に
貢
献
し
た
方

◦
道
路
の
愛
護
、公
園
広
場
の

整
備
そ
の
他
の
建
設
事
業
に

尽
力
し
た
方

◦
社
会
福
祉
事
業
に
尽
力
し
た
方

◦
消
防
、防
犯
、交
通
安
全
な
ど

治
安
維
持
に
尽
力
し
た
方

◦
篤
行
者
で
一
般
の
模
範
と
な

る
方

推
薦
方
法

◦
個
人
ま
た
は
団
体（
町
内
会

や
組
合
な
ど
）か
ら
の
推
薦
が

必
要
で
す
。

◦
推
薦
書
類
を
各
関
係
課
・
各

総
合
支
所
関
係
課
・
各
支
所
・

秘
書
広
報
課
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
し
、各
関
係

課
の
窓
口
に
直
接
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
部
数

　
各
２
部（
１
部
コ
ピ
ー
可
）

提
出
期
限　
６
月
４
日（
金
）

問　
秘
書
広
報
課（
内
線
４
０
１
４
）

し
、18
歳
の
年
度
末
ま
で（
一

定
の
障
害
が
あ
る
と
き
は
20

歳
未
満
）の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
ひ

と
り
親
の
方

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
ひ

と
り
親
の
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急

変
す
る
な
ど
、収
入
が
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
と
同
じ
水
準
と
な
って
い
る

ひ
と
り
親
の
方

給
付
額　

児
童
１
人
当
た
り

５
万
円

申
請
方
法

　

①
に
該
当
す
る
方
は
申
請
不

要
で
す
。児
童
扶
養
手
当
を
支

給
し
て
い
る
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。

　

②
、③
に
該
当
す
る
方
は
窓
口

ま
た
は
郵
送
で
申
請
し
て
く
だ

い
。申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
間　
令
和
４
年
２
月
28

日（
月
）

問
申

　
〒
９
８
６-

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

対
象　
本
年
度
小
学
校
に
入
学

し
た
第
２
子
以
降
の
子
の
保

護
者

※
５
月
１
日（
土
）時
点
で
市
内

に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

支
給
額　
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
３
万
円

申
込
方
法　
申
請
書
を
郵
送
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
小
学
校
を
通
じ
て

配
布
し
ま
す
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込
期
間　
５
月
６
日（
木
）～

６
月
30
日（
水
）

※
当
日
消
印
有
効

問
申

　
〒
９
８
６-

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
３
）

小
学
校
入
学
祝
金

　
児
童
扶
養
手
当
の
額
と
障
害

基
礎
年
金
等
の
子
加
算
部
分
の

額
と
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当

と
し
て
受
給
で
き
る
よ
う
に
見

直
さ
れ
ま
し
た
。

※
障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金

や
障
害
厚
生
年
金（
３
級
）の

み
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
方
法　
こ
れ
ま
で
障
害
基

礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
た

た
め
に
児
童
扶
養
手
当
を
申

請
し
て
い
な
かっ
た
方
は
、窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給

資
格
者
と
し
て
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方
は
、申
請
は
不
要

で
す
。

申
請
期
限　
６
月
30
日（
水
）

問
申

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
が

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す

　
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
空
き
家
な
ど
が
年
々
増
加
し
、

地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　

個
人
の
財
産
で
あ
る
空
き
家

な
ど
は
所
有
者
な
ど
の
責
任
に
お

い
て
適
切
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、市
内
の
空
き
家
を
所

有
ま
た
は
管
理
し
て
い
る
方（
今

後
、空
き
家
を
所
有
す
る
見
込

み
の
方
を
含
む
）で
、お
困
り
の

方
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　
住
宅
課（
内
線
５
５
５
６
）

空
き
家
を
適
切
に

管
理
し
ま
し
ょ
う

重
要
な
統
計
で
す
。

　

調
査
の
対
象
と
な
る
事
業

所
・
企
業
に
は
、知
事
が
任
命
し

た
調
査
員
が
５
月
中
旬
か
ら
順

次
訪
問
し
ま
す
の
で
、ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問　
総
務
課（
内
線
４
０
３
８
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

に
無
料
ま
た
は
低
額
で
食
事

を
提
供
す
る
事
業
で
す
。弁

当
な
ど
の
持
ち
帰
り
で
の
提

供
も
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

補
助
額　
補
助
対
象
経
費
か
ら

寄
附
金
、利
用
者
負
担
な
ど

を
除
い
た
額
の
２
分
の
１
以

内（
上
限
は
開
設
補
助
５
万

円
、運
営
補
助
は
食
事
提
供

数
と
年
間
開
催
回
数
に
よ
り

設
定
し
ま
す
）

申
請
期
限　
令
和
４
年
２
月
25

日（
金
）

※
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
に
な
る
か
、問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
申

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
３
）

申
請
方
法　
申
請
書
と
必
要
書

類
を
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

補
助
額　
算
定
基
準
に
基
づ
い

て
算
定
し
た
補
助
対
象
経
費

に
つ
い
て
、年
間
開
催
回
数
に

１
万
円
を
乗
じ
た
金
額
以
内 

（
年
間
上
限
20
万
円
）

申
請
期
限　
令
和
４
年
２
月
25

日（
金
）

※
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
に
な
る
か
、問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
申

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
３
）


